
公示第１号 

 

 

四日市港における船舶と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定 

についての一部改正について 

 

関税法（昭和２９年法律第６１号）第２４条第１項の規定による四日市港における船舶

と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定について（昭和４６年１２月２０日

付公示第１号）の一部を下記のとおり改正し、同法施行令（昭和２９年政令第１５０号）

第２２条第１項の規定により公告する。 

 

令和７年４月１５日 

 

四日市税関支署長  長屋 英義 

 

記 

 

１．本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との間の交通場所 

記１の表中 

 「 

(21)谷口石油精製 Ａ２号桟橋にけい留す

る船舶 

左欄に掲げる桟橋に設置された保

安用フェンス等の開門ゲート 

   」を 

  「 

(21)ＴＡＮＩＳＥＩ Ａ２号桟橋にけい留

する船舶 

左欄に掲げる桟橋に設置された保

安用フェンス等の開門ゲート 

 」に、 

  改める。 

 

２．貨物の積卸場所 

記２の表中 

 「   

(13)谷口石油精製 Ａ２号桟橋 三重郡川越町大字高松字鯨松

１５８１番４５地先 

 

」を 

  「   

(13)ＴＡＮＩＳＥＩ Ａ２号桟橋 三重郡川越町大字高松字鯨松

１５８１番４５地先 

 

」に 

改める。 

 

附 則 

この公示は、令和７年４月２５日から施行する。 


